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■対象エリア

兵庫県全域

■開始時期 （協議会立ち上げ時期）

平成29年７月目途

法令の基準を満たす企業が、入管法の特例を活用して、家事支援
活動を行う外国人を雇用し、家事支援サービスを提供することにより、
家事負担の軽減、女性等の活躍を推進

家事支援外国人受入事業
～家事支援サービスの提供による女性等の活躍推進～

１ 今回、区域計画に追加予定の特定事業

②確認

特定機関（受入企業）

兵庫県第三者管理協議会
内閣府地方創生推進事務局、大阪入国管理局、

兵庫労働局、近畿経済産業局、兵庫県

利用世帯

外国人家事支援人材

①特定機関の基準適合性
の確認申請

③雇用契約 ④家事支援活動（※）の提供に
係る請負契約

※炊事、洗濯、掃除、買物等

事業スキーム
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病床規制に係る医療法の特例（基準病床数に加えて増床を容認）を活用して、
神戸アイセンター内に眼科病院（新規病床30床）を開設し、ｉＰＳ細胞を用いた網
膜治療をはじめとする再生医療の実用化を促進

高度医療提供事業
～神戸アイセンターの整備による再生医療の実用化促進～

■実施主体
（現 行） 公益財団法人

先端医療振興財団
↓

（変更後） 地方独立行政法人
神戸市民病院機構

※神戸医療産業都市における
臨床研究体制の拡充等のため、
財団の病院機能を病院機構に
統合することとなったことによる。

■整備スケジュール
平成28年９月 着工
平成29年10月 竣工(予定)
平成29年12月 開院(予定)

2

２ 今回、変更予定の特定事業
H26.9.30認定済

＜現 行＞ 

 

 

 

＜変更後＞ 
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